
○令和8年4月から14.4％の料金改定（統合案：令和5年度 13%）

1 料金改定案の概要

(1) 料金改定率

(2) 料金改定の効果
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阪南水道事業において健全で安定的な経営を持続するため、料金の改定、料金体系の変更について検討を行った。

阪南水道事業の料金改定案について

○ 料金算定期間における単年度損益の⿊字及び事業運営に必要な資金を確保
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 料金算定期間（令和8年度〜令和12年度）において、現行料金により見込まれる給水収益から14.4％の増収
となるよう料金を改定

 給水収益は5年間で6.2億円の増収

 基幹管路の耐震管率（現状 5％➾令和12年度 24％）
 重要給水施設管路の耐震管率（現状 9％➾令和12年度 25％）

○ 水道管をはじめ水道施設の更新・耐震化を推進
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○ 水道料金算定要領や市町村域水道事業の料金改定に係る統一的な考え方に沿うように検討
(3) 料金改定の考え方
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 基本料金の設定を「用途別料金体系」から「口径別料金体系」に変更
• 水道施設は水道メーターの口径に基づく水の使用量を前提に整備
• 口径の大きさに応じた基本料金の負担を求めることとし、家事用、営業等で区分する用途別から水道メーターの口径の大小で

区分する口径別に変更

 料金体系の変更に伴う使用者への影響を考慮した料金表の設定

 基本料金に含まれる基本水量（家事用の場合８㎥/月）を廃止
• 基本水量以内であれば使用水量にかかわらず料金が同じになり、節水努力が反映されない仕組を見直し
• 基本水量を廃止し、１㎥から使用水量に応じた従量料金を設定

 基本料金と従量料金の割合は 32％：68％（現行料金では基本料金に基本水量を含んで32％：68％）

 使用水量が多くなるほど従量料金の単価が高くなる逓増制は維持するが逓増度を緩和（2.92⇒2.85）

• 全体の3分の2を占める水道メーター口径13㎜又は20㎜、使用水量20㎥までの使用者層において大幅な負担増とならないよう考慮
• 口径13㎜と20㎜の基本料金の額の差を抑制（現在は口径にかかわらず家事用が適用され同額）
• 8㎥までの従量料金を少額に設定（現在の家事用の基本水量分）



改 定 案現 行

現行と改定案の水道料金比較
１か月当たりの使用水量20㎥の水道料金

基本水量基本料金用途

8㎥924円家事専用

8㎥×
⼾（室）数

924円×
⼾（室）数家事共同

8㎥831円家事共用

20㎥3,174円営業・会社
・官公署用

200㎥18,667円公衆浴場用

20㎥6,667円工事・その
他一時使用

基本料金口径

1,090円13mm

1,121円20mm

2,044円25mm

2,891円30mm

5,045円40mm

8,082円50mm

18,679円75mm以上

従量料金単価
【営業・会社・官公署用】

21㎥〜30㎥・・・216円/㎥

31㎥〜50㎥・・・253円/㎥

51㎥〜100㎥・・・299円/㎥

101㎥〜200㎥・・・355円/㎥

201㎥〜・・・392円/㎥

【公衆浴場用】
201㎥〜・・・164円/㎥

【工事・その他一時使用】
21㎥〜・・・415円/㎥

【家事専用・家事共同・家事共用】
9㎥〜10㎥・・・131円/㎥

（家事共用は122円/㎥)

11㎥〜15㎥・・・150円/㎥

16㎥〜20㎥・・・169円/㎥

21㎥〜30㎥・・・206円/㎥

31㎥〜50㎥・・・243円/㎥

51㎥〜100㎥・・・290円/㎥

101㎥〜200㎥・・・346円/㎥

201㎥〜・・・383円/㎥

従量料金単価
1㎥〜 8㎥・・・ 17円/㎥

9㎥〜10㎥・・・150円/㎥

11㎥〜15㎥・・・167円/㎥

16㎥〜20㎥・・・185円/㎥

21㎥〜30㎥・・・232円/㎥

31㎥〜50㎥・・・282円/㎥

51㎥〜100㎥・・・335円/㎥

101㎥〜200㎥・・・396円/㎥

201㎥〜・・・427円/㎥

メーター使用料口径
58円13mm
86円20mm
96円25mm

143円30mm
181円40mm

1,143円50mm
1,334円75mm
1,619円100mm
企業⻑が
定める額

150mm
以上

水道メーター口径13mm
改定案現 行（家事専用）

3,614円（＋492円）3,122円

水道メーター口径20mm
改定案現 行（家事専用）

3,648円（＋495円）3,153円

2 料金表（現行と改定案）

（税抜）（税抜）

※メーター使用料は基本料金
に組み込みます。

（税込）

（税込）
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